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日時 

場所 
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 日程第１ 

 日程第２ 

日程第３ 

 

 

 

 

 

 日程第４ 

 日程第５ 

 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

 

 

日程第９ 

 

 

日程第１０ 

日程第１１ 

平成２６年５月２６日（月）午後１時３０分～午後３時２３分 

琴浦町生涯学習センター 第１会議室 

石前富久美委員長、高塚良平委員、前畑一子委員、 田中宣彦委員 

小林克美教育長 

なし 

岩船教育総務課長、戸田社会教育課長、 谷田人権･同和教育課長 

西本学校給食センター所長、山本指導主事、井谷指導主事 

高力教育総務課課長補佐 

 

 

議事録署名委員の指名について 

教育長報告 

報告事項 

（１）平成２６年度前期計画訪問の実施について 

（２）学校評議員の選任について 

（３）中部地区教科用図書採択協議会委員の選任について 

（４）校区・区域外就学申し立てについて 

（５）各課報告 

議案第３４号 平成２６年度要保護・準要保護児童生徒の追加認定について 

議案第３５号 平成２６年度林原育英奨学資金の貸与者決定につき意見を求め

ることについて 

議案第３６号 学校給食費の額の決定について 

議案第３７号 平成２６年度（６月期）補正予算要求について 

協議事項 

（１） 平成２６年度琴浦町教育関係要覧の作成について 

（２） 琴浦町いじめ防止対策基本方針（案）の策定について 

（３） 琴浦町立学校給食センター運営について 

その他 

（１） 琴浦町小中学校一斉公開（6/10，6/11） 

（２）平成２６年度鳥取県市町村教育委員会研究協議会総会の開催について 

次回委員会議開催日 ６月２３日（月）午後１時３０分 

閉 会 午後３時２３分 



 

第２６年度 第６回定例会の会議概要記録 

会議内容の記録 

委員長 

 

 

委員長 

 

 

委員長 

教育長 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

指導主事 

 

委員長 

指導主事 

委員長 

教育総務課長 

 

 

委員長 

 

教育総務課長 

 

委員長 

教育総務課長 

 

第６回定例会を開会します。 

 

日程第１ 議事録署名委員指名 

議事録署名委員を前畑委員と高塚委員にお願いします。 

 

日程第２ 教育長報告 

日程第２ 教育長報告をお願いします。 

【教育長報告】 

・全国教育長会の内容報告（地方教育行政制度の改革について） 

何かお聞きになりたいことはありますか。無いようですので日程第３に移りま

す。 

 

日程第３ 報告事項 

日程第３ 報告事項について説明をお願いします。 

平成２６年度町教育委員会計画訪問(案)について 

（資料により訪問スケジュールを説明）。 

次に報告事項２番の学校評議員の選任について報告をお願いします。 

平成２６年度学校評議員について（一覧表により報告）  

学校評議員の人数に決まりはありますか。 

学校評議員については定められた人数はありません。学校長の判断で選任して

いますので、統合した学校についてはそれぞれ統合した地域から選任したいと

の配慮から人数が多くなっていると思われます。 

次に報告事項３番の中部地区教科用図書採択協議会委員の選任について報告

をお願いします。 

・鳥取県中部地区教科用図書採択協議会委員の選任について 

（会則及び委員名簿により報告） 

次に報告事項第４番の校区外就学の申し立てについて報告をお願いします。 

本件は赤碕中学校区から東伯中学校への校区外就学の申し立てです。 

（資料により琴浦町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱の
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指導主事 

 

委員長 

 

 

教育総務課長 

 

委員長 

社会教育課長 
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社会教育課長 

 

委員長 

社会教育課長 
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人権･同和教育課長 

 

 

委員長 

人権･同和教育課長 

 

委員長 
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認定要件第２条の（４）に該当する旨を説明。） 

現在、中学３年生ですが進路のほうはどうですか。 

高校への進学を希望しておられるが、県外の高校も含め幅広く検討をしておら

れるところです。 

学習に対する意欲は有るということですね。 

それでは次に報告事項第５番の各課報告をお願いします。始めに教育総務課お

願いします 

・琴浦町学校給食運営審議会委員の変更について 

・新設小学校の生活の様子について 

次に社会教育課お願いします。 

・ガイナーレホームタウンデイについて 

・東伯郡民体育大会について 

・町指定無形文化財逢束踊りの全日本民謡指導者講習会への派遣について 

・中部少年少女の集いの参加について 

逢束踊りは何名の派遣ですか。 

指導者としての要請は２名ですが実演するとなるとある程度の人数が必要と

なるため、２０名程度の派遣を考えています。 

「町民の声」の対応について報告をお願いします。 

・東伯総合公園の犬の放し飼いの対応について、投稿者の氏名が記載してあり

ましたので、直接今後の対応について説明させていただきました。具体的内容

についてはホームページにも掲載しています。 

次に人権･同和教育課お願いします。 

・人権･同和教育連続講座の参加状況について 

・進学奨励金説明会の日程について 

・同和教育推進協議会について 

進学奨励金説明会の周知方法はどうしていますか。 

町広報の特集記事、ホームページへの掲載、防災無線での放送、学校を通じて

町内出身者への資料配布などを行っています。 

わかりました。それでは議案に入ってもよろしいですか。 

 

日程第４ 議案第３４号 

それでは議案の審議に入ります。議案第３４号の平成２６年度要保護・準要保

護児童生徒の追加認定については、予定されていた申請が提出されなかったと
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教育総務課長 

いうことで欠番となります 

 

日程第５ 議案第３５号 

議案第３５号の説明をお願いします。 

議案第３５号、平成２６年度林原育英奨学資金の貸与者決定につき意見を求め

る議案であります。継続の方も含めて一覧表を付けています。 

（申請書により内容説明） 

貸付の要件は満たしていますね。 

議案第３５号について質問はありますか。 

議案第３５号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３５号は承認されました。 

 

日程第６ 議案第３６号 

次に議案第３６号の説明をお願いします。 

議案第３６号、学校給食費の額の決定について琴浦町立学校給食センター管理

運営規則により、本委員会の議決を求めるものです。 

（学校給食費試算表により学校給食費の改定額について説明） 

経費の中の事務費の内容は何ですか。 

会議費、入札にかかる通知、収納など材料購入に伴う事務費です。今回の議案

については事前に給食審議会で協議をいただき、値上げも止むを得ないとの判

断をいただいています。 

町からの補助というのは近隣では琴浦町だけですよね。 

そうです。子育て支援策の一環として取り組まれています。給食費の無料化と

いう話もありますが財政的にも難しい状況にあります。 

議案第３６号について質問はありますか。 

議案第３６号を議決してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３６号は議決されました。 

 

日程第７ 議案第３７号 

次に議案第３７号をお願いします。 

議案第３７号、平成２６年度（６月期）補正予算要求について、担当課ごとに

概要を説明してご了解を得たいと思います。 

・資料により教育総務課関係の補正案件説明 
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委員長 

・資料により社会教育課関係の補正案件説明 

・資料により人権･同和対策課関係の案件説明 

基本として今回の補正案件は通常の維持管理にかかるものとなっています。 

社会教育課の補正にある「公園管理人賃金」とはどういうものですか。 

４月の人事異動により公園管理を担当していた職員に欠員が生じたため、臨時

職員で補填するための賃金です。 

議案第３７号について質問はありますか。 

議案第３７号を承認してよろしいか。（全員賛意） 

議案第３７号は承認されました。 

 

日程第８ 協議事項 

それでは協議事項に入ります。 

（１） 平成２６年度琴浦町教育関係要覧の作成について説明をお願いします。 

琴浦町教育関係要覧について（案）資料をお示ししていますので課ごとに改

定箇所や追加した項目を中心に説明をさせていただきます。 

（改定内容について資料により説明） 

（改定内容について資料により説明） 

（改定内容について資料により説明） 

社会教育にある「まなびのつどい」とはどんな内容ですか。 

 これまで「女性の集い」と呼んでいたものを、男性が参加しにくいのではない

かという意見をいただき、「女性の集い」から「まなびのつどい」に名称変更を

行いました。 

 カウベルホールが指定管理者になりましたが、管理状況や今後の利用スケジュ

ールはどうですか。 

大まかな事業計画は出てきています。また、これまで組織されていなかった組

織団体も立ち上げていくこととなっていますので、併せて次回の委員会でお示

しさせていただきます。 

わかりました。教育関係要覧について他にご質問はありませんか。 

それでは次に（２）琴浦町いじめ防止対策基本方針（案）の策定について説明

をお願いします。 

・琴浦町いじめ防止対策基本方針（案）について 

（経過と状況について資料により説明） 

平成２６年度の教育関係要覧にも載せるわけですね。 
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いじめ対策を平成２６年度の取り組み課題として位置づけて、重点施策として

要覧の７ページにいじめ問題対策連絡協議会の設置を検討課題として掲げてい

るところです。また各学校ではすでに校内いじめ対策委員会を設置しています

ので、計画訪問の際にはご確認いただきたいと思います。 

最近、いじめ問題の件数が半減したとの報告を聞いていますが、いかがですか。 

月例の報告を県で集約したものであると思いますが、その時々のいじめの捉え

方の基準であるとか、問いかけ方だとかの違いもあるかと考えます。学校生活

の中で嫌な思いをすることもあると思いますが、どこまでをいじめと捉えて報

告されるかの判断基準も関係してくると思います。 

引き続き取り組みをお願いします。次に（３）琴浦町立学校給食センター運営

について説明をお願いします。 

昨年までの経過もありますので私のほうから説明をさせていただきます。 

（学校給食センターの業務委託について、経過と現状、今後の課題等について

資料により説明） 

議会へ説明してきた経過もありますので、教育長からも報告をお願いします。 

議会では「民間委託すると営利追及で安かろう、悪かろうという方向に行って

しまうのではないか」とのご意見もありました。ただ、献立の作成や食材の提

供は直営で行います。調理のみを委託するわけで、学校課業日が２０４日のう

ち給食を提供するのが１８５日になりますので、調理を民間委託した場合、調

理員さんは、長期休業期間は給食以外の他の業務に携わることが出来、人件費

も効率的に運用できるということで、安全性が落ちるとか食材が落ちるとかと

いうことは無く、そのまま学校給食業務が続けられるという考え方のもとに委

託できる部分は委託するという考え方であるとお話したところです。 

協議の中では臨時職員さんの雇用の確保も視点のひとつですが、初期の段階で

は雇用の確保は可能と考えています。 

引き続き協議を進めていきましょう。 

 

日程第９ その他 

それでは次にその他について説明をお願いします。 

・琴浦町小中学校一斉公開について 

（資料により説明） 

・平成２６年度鳥取県市町村教育委員会研究協議会総会の開催日程について 

（資料により説明） 
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日程第１０ 次回委員会議開催日 

次回委員会の開催日時について６月２３日（月）１３時３０分から開催します。 

 

日程第１１ 閉会 

本日の委員会は以上で閉会とします。 

午後３時２３分 閉会 

  


